
政
令
第

号

輸
出
貿
易
管
理
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
中
「
、
大
韓
民
国
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
一
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

国
際
的
な
平
和
及
び
安
全
の
維
持
の
た
め
、
大
韓
民
国
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
の
輸
出
に
つ
い
て
仮
に
陸
揚
げ
し
た
貨
物
に

係
る
輸
出
の
許
可
の
特
例
を
廃
止
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


